
島 根 県 報
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土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う鹿足（津和野）地区

横瀬工区の換地計画を定めたので、同条第	項において準用する同法第�
条第�項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月日から��日間

� 縦覧の場所

津和野町役場

第�����号 平成��年�月日 (�)

� �

� �

換地計画書の縦覧 （農 村 整 備 課） �

換地処分 （ 〃 ） �

解除予定保安林 （森 林 整 備 課） �

保安林の指定施業要件の変更 （ 〃 ） �

森林法第���条の規定による告示及び掲示（�件） （ 〃 ） �

地籍調査の成果の認証 （用 地 対 策 課） �

自動車専用道路の指定 （道 路 維 持 課） �

土砂災害警戒区域の指定 （砂 防 課） �

� �

島根県農林水産関係補助事業等検査規程の一部改正 （農林水産総務課） 


 �

労働関係調整法の規定に基づく争議行為を行う旨の通知の公表 （労 働 政 策 課） 


都市計画変更の図書の縦覧 （都 市 計 画 課） �

����

島根県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 �

選挙運動等実施規程の一部を改正する規程 �
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平成��年�月日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、平成��年�月�	日付けで県営土地改良事業に係

る飯石南（頓原）地区後田工区の換地処分をしたので、同条第�
項において準用する同法第��条第�項の規定により告示

する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和�	年法律第���号）第
条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

�� 解除予定保安林の所在場所

浜田市河内町�
�－�、�
�－�から�
�－�まで

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

�� 解除予定保安林の所在場所

浜田市河内町�
�－�

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

���������	

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和�	年法律第���号）第条の�に

おいて準用する同法第
条の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成�年�月�日農林水産省告示第�
��号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次

のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

第���	
号 平成��年�月�日(�)
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平成��年島根県告示第���号で保安林指定施業要件変更予定保安林とされた次の保安林については、当該処分に係る通

知の相手方が不分明であるので、森林法（昭和��年法律第���号）第���条の規定に基づき、その通知の内容を浜田市役所

に掲示するとともにその要旨を告示する。

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

���������


平成��年島根県告示第���号で保安林指定施業要件変更予定保安林とされた次の保安林については、当該処分に係る通

知の相手方が不分明であるので、森林法（昭和��年法律第���号）第���条の規定に基づき、その通知の内容を浜田市役所

に掲示するとともにその要旨を告示する。

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

第�����号 平成��年	月
日 (�)

保 安 林 の 所 在 場 所
不分明である通知の相手方

保安林の権利者 住 所

浜田市旭町今市����、���－� 河野 勇三郎 浜田市金城町久佐ロ���

浜田市旭町都川����－� 鶴岡 幾太 浜田市旭町都川���

浜田市旭町都川����－�� 岡本 聰 浜田市旭町都川����

浜田市旭町都川����－� 鶴岡 茂 浜田市旭町都川���

保 安 林 の 所 在 場 所
不分明である通知の相手方

保安林の権利者 住 所

浜田市旭町都川����－�、����－�、����、��� 荒木 和壽 浜田市朝日町��－�

浜田市旭町都川����－�、����－� 大屋 恵 広島県佐伯区五日市町��－�

浜田市旭町都川����－�から����－�まで 大屋 敏男 広島県東区二葉の里	丁目�－��

浜田市旭町本郷���、���－�、���－�、���内� 大田 源四郎 浜田市旭町都川��

浜田市旭町都川����－	、����－� 岡野 悟 浜田市治和町ロ���

浜田市旭町都川����－� 斉藤 顕義 浜田市黒川町���－	

浜田市旭町本郷���、���－�、���－�、���－�、

���－	、���－�、���－�、���、���、���、

���－�、���、���、���－�、���、���、���－

�、��－�、��－�、��－�、���－�、���－

�、���－�、���－�、���－�

田中 一雄 浜田市旭町本郷���－�

浜田市旭町本郷����、���� 田村 文三郎 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町本郷���－� 長谷信用組合 江津市桜江町長谷���－�

浜田市旭町都川����、����－� 藤沢 幸 広島市中区西川口町��番��号

浜田市旭町本郷����、����、����－� 西本五郎右衛門 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町都川����－�、����－�、����、���、���、

����、���、����－�
藤沢 寿晴 広島市安佐北区高陽町小田���－���
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� 保安林として指定された目的

水源のかん養
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国土調査法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条

第�項の規定により告示する。

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


道路法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、次のとおり道路の部分を自動車専用道路として指

定するので、同条第�項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から�日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する県土整備事務所において一般の

縦覧に供する。

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年	月
日(�)

浜田市旭町都川��� 山崎 幾雄 京都市左京区鹿ヶ谷法然院町��－�

浜田市旭町都川���－� 山崎 岩市 浜田市旭町都川���－�

浜田市旭町都川���、���、���、���、���－� 山崎 重智 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘�－�

浜田市旭町本郷����－�、���－�、���－� 芳川 浅市 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町本郷���� 芳川 權十郎 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町本郷����－�、����、����－�、����内�、

����、����
芳川 孫四郎 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町本郷���－�、���� 芳川 信義 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町本郷����、����－�、����－�、����－	、

���－�
芳川 義蔵 浜田市旭町本郷����

浜田市旭町本郷���� 渡辺 俊夫 浜田市旭町都川����－�

調査を行っ
た者の名称

調査を行った時期
成 果 の 名 称

調査を行った地域 認証年月日
地 籍 図 地 籍 簿

浜田市 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 折居� 平成��年�月��日

邑南町 平成��年度～��年度 �枚 �冊 町西 平成��年�月��日

邑南町 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 矢上�の一部 平成��年�月��日

道路の
種 類

路 線 名

指 定 す る 道 路 の 部 分
指 定
年月日

管轄する県
土整備事務
所の名称

備 考
区 間

敷地の
幅 員

延 長

県 道
石見空港飯
田線

島根県益田市飯田町����番
地
先から同町����番地先まで

メートル
���～

�����

メートル
������

平成��年
	月
日

益田県土整
備事務所
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成��年法律第��号）第�条第�項の規定によ

り、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

安来市

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

� 急傾斜地の崩壊

赤屋Ａ、赤屋Ｂ、赤屋Ｃ、赤屋Ｄ、赤屋Ｅ、赤屋Ｆ、赤屋Ｇ、上り原Ａ、上り原Ｂ、上ヶ保Ａ、上ヶ保Ｂ、安徳寺

北Ａ、安徳寺北Ｂ、安徳寺西、安徳寺東Ａ、安徳寺東Ｂ、飯田、飯田橋東、飯田東、石倉橋南、石原Ａ、石原Ｂ、石

原Ｃ、井尻Ａ、井尻Ｂ、井尻Ｃ、板橋Ａ、板橋Ｂ、板橋北、板橋東、板橋南、市場、市原大橋南、井戸、猪ノ�、揖

屋谷、岩坪橋北Ａ、岩坪橋北Ｂ、岩坪橋西、上の台Ａ、上の台Ｂ、後ヶ市、宇丹波Ａ、宇丹波Ｃ、卯月Ａ、卯月Ｂ、

卯月Ｃ、卯月Ｄ、卯月Ｅ、宇波橋南、浦尾、大木Ａ、大木Ｂ、大木Ｃ、大熊谷Ａ、大熊谷Ｂ、大郷Ａ、大郷Ｂ、大郷

Ｃ、大郷Ｄ、大郷Ｅ、大谷Ａ、大谷Ｂ、大平Ａ、大平Ｂ、奥の谷Ａ、奥の谷Ｂ、奥の谷Ｃ、奥の谷Ｄ、奥の谷Ｅ、奥

の谷Ｆ、祖父谷Ａ、祖父谷Ｂ、乙見Ａ、乙見Ｂ、柿根Ａ、柿根Ｂ、柿根Ｃ、柿根Ｄ、月山、月山西Ａ、月山西Ｂ、月

山西Ｃ、月山西Ｄ、月山南Ａ、月山南Ｂ、金ヶ�、蕪谷Ａ、蕪谷Ｂ、蕪谷Ｃ、上石原、上福頼橋西、上福頼橋東、上

古市Ａ、上古市Ｂ、上古市Ｃ、川路Ａ、川路Ｂ、川路Ｃ、川平Ａ、川平Ｂ、川原上、河原橋北、北谷Ａ、北谷Ｂ、北

谷Ｃ、北谷Ｄ、北谷Ｅ、北谷Ｆ、北之前Ａ、北之前Ｂ、北之前Ｃ、北之前Ｄ、共和Ａ、共和Ｂ、金原Ａ、金原Ｂ、久

才Ａ、久才Ｂ、草野Ａ、草野Ｂ、草野Ｃ、草野Ｄ、草野Ｅ、草野谷Ａ、草野谷Ｂ、草野谷Ｃ、草野谷Ｄ、久根、久の

谷Ａ、久の谷Ｂ、久の谷Ｃ、久の谷Ｄ、熊谷Ａ、熊谷Ｂ、倉手神社、広国神社南、興福寺東、清水掻Ａ、清水掻Ｂ、

清水掻Ｃ、清水掻Ｄ、清水掻Ｅ、清水掻Ｆ、才ヶ峠Ａ、才ヶ峠Ｂ、才ヶ峠Ｃ、才ヶ峠Ｄ、才ヶ峠Ｅ、才ヶ峠Ｆ、才ヶ

峠Ｇ、才ヶ峠Ｈ、才ヶ原Ｂ、才ヶ原Ｃ、坂原Ａ、坂原Ｂ、坂原Ｃ、坂原Ｄ、坂原Ｅ、�田、三郎谷橋北、三郎谷橋

西、三郎谷橋東、山中御殿跡、三本栃峠南Ａ、三本栃峠南Ｂ、三本栃峠南Ｃ、塩谷Ａ、塩谷Ｂ、下石原、下組Ａ、下

組Ｂ、下組Ｃ、下�谷、下十年畑、下布部、下古市、下山佐Ａ、下山佐Ｂ、下山佐Ｃ、下山佐Ｄ、下山佐Ｅ、下山佐

Ｆ、下山佐常願寺Ａ、下山佐常願寺Ｂ、十二所神社北Ａ、十二所神社北Ｂ、城安寺南Ａ、城安寺南Ｂ、城山Ａ、城山

Ｂ、城山Ｃ、城山Ｄ、白椿大橋西、新宮Ａ、新宮Ｂ、新宮Ｃ、新宮Ｄ、新宮Ｅ、新宮左Ａ、新宮左Ｂ、新宮右、新田

谷Ａ、新田谷Ｂ、新田谷Ｃ、新田谷Ｄ、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原Ｅ、菅沢大橋南Ａ、菅原大橋南Ｂ、

須釜公会堂東Ａ、須釜公会堂東Ｂ、菅沢、菅沢大橋西、菅澤トンネル北、須谷Ａ、須谷Ｂ、須谷Ｃ、須谷Ｄ、須谷橋

北、須谷橋西Ａ、須谷橋西Ｂ、須山Ａ、須山Ｂ、須山Ｃ、須山Ｄ、寸次Ｂ、関Ａ、関Ｂ、関Ｃ、関Ｄ、関Ｅ、関Ｆ、

関Ｇ、関Ｈ、関山Ａ、関山Ｂ、大夫神社、大夫神社東Ａ、大夫神社東Ｂ、高江Ａ、高江Ｂ、高江Ｃ、高江Ｄ、高江

Ｅ、多田荒堀Ａ、多田荒堀Ｂ、多田荒堀Ｃ、多田荒堀Ｄ、玉山Ａ、玉山Ｂ、峠下Ａ、峠下Ｂ、峠下Ｃ、千歳橋東、月

坂、都辨志呂神社西、鶴見川、天神Ａ、天神Ｂ、天神Ｃ、天馬、堂渡橋西、富田Ａ、富田Ｂ、豊岡Ａ、豊岡Ｂ、豊岡

Ｃ、豊原、永江Ａ、永江Ｂ、永江Ｃ、永江Ｄ、長田Ａ、長田Ｂ、仲村Ａ、仲村Ｂ、西市Ａ、西市Ｂ、西の谷Ａ、西の

谷Ｂ、西の谷Ｃ、西の谷Ｄ、西の谷Ｅ、西の谷Ｆ、西の谷Ｇ、西の谷Ｈ、西の谷Ｉ、西の谷Ｊ、西の谷Ｋ、西の谷川

北、根尾川原、伯太町清瀬Ａ、伯太町清瀬Ｂ、伯太町本郷Ａ、伯太町本郷Ｂ、伯太町本郷Ｃ、伯太町宮内Ａ、畑公会

堂北Ａ、畑公会堂北Ｂ、畑公会堂北Ｃ、畑公会堂南、八幡町、浜田橋西、原田Ａ、原田Ｂ、原田Ｃ、原田Ｄ、日次

Ａ、日次Ｂ、日次Ｃ、日次Ｄ、日次Ｅ、日次Ｆ、樋之廻、日山、平野Ａ、平野Ｂ、広瀬、福冨Ａ、福冨Ｂ、福冨Ｃ、

福冨谷Ａ、福冨谷Ｂ、福頼、布部Ｃ、布部Ｅ、布部小学校南Ａ、布部小学校南Ｂ、布部ダム西、布部中学校西、部

張、未明Ａ、未明Ｂ、本郷Ｄ、本郷Ｅ、本郷Ｆ、本郷Ｇ、本郷Ｈ、本郷Ｉ、本郷上口、本郷下口Ａ、本郷下口Ｂ、本

郷下口Ｃ、本郷下口Ｄ、本城寺北Ａ、本城寺北Ｂ、本谷橋北、本町Ａ、本町Ｂ、牧谷Ａ、牧谷Ｂ、牧谷Ｃ、牧谷Ｄ、

第����号 平成��年	月
日 (�)
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政Ａ、政Ｂ、政Ｃ、的場Ａ、的場Ｂ、招Ａ、招Ｂ、御笠Ａ、御笠Ｂ、御笠Ｃ、三坂Ａ、三坂Ｂ、三坂Ｃ、三坂Ｄ、三

坂Ｅ、三坂Ｆ、三坂Ｇ、水木原Ａ、水木原Ｂ、見土路Ａ、見土路Ｂ、見土路Ｃ、見土路Ｄ、宮内Ｂ、宮内Ｃ、目谷

Ａ、目谷Ｂ、目谷Ｃ、目谷Ｄ、目谷Ｅ、守合、薬研Ａ、薬研Ｂ、矢白ヶ市西Ａ、矢白ヶ市西Ｂ、矢白ヶ市東、安田中

Ａ、安田中Ｂ、安田中Ｃ、安田中Ｄ、安田中Ｅ、安田中Ｆ、家の子�、矢原Ａ、矢原Ｂ、矢原Ｃ、矢原Ｄ、山形Ａ、

山形Ｃ、山形Ｄ、山形Ｅ、山崎前橋南、山狭神社北、山狭神社東、弥生橋西、八幡原Ａ、八幡原Ｂ、与市Ａ、与市

Ｂ、与市Ｃ、与市Ｄ、与市Ｅ、与一畑Ａ、与一畑Ｂ、用土Ａ、用土Ｂ、用土Ｃ、横手Ａ、横手Ｂ、横手Ｃ、横屋Ａ、

横山、六呂坂Ａ、六呂坂Ｂ、六呂坂Ｃ、六呂坂Ｄ、六呂坂Ｅ、六呂坂Ｆ、わかさ、和子Ａ、和子Ｂ

� 土石流

赤屋Ａ、赤屋Ｂ、赤屋Ｃ、赤屋下谷、上ヶ保Ａ、上ヶ保Ｂ、上ヶ保Ｃ、足立尻上川、穴ヶ谷川、アンジラ、石原

Ａ、石原Ｂ、井尻Ａ、井尻Ｂ、井尻Ｃ、井尻家の奥谷、一の谷川、市場、井戸、猪ノ�、揖屋谷川、岩伏山東谷、後

谷川、宇丹波Ａ、宇丹波Ｂ、宇丹波Ｃ、卯月Ｂ、卯月Ｃ、卯月Ｄ、卯月川、榎ヶ谷、大粕尻、大木Ａ、大木Ｂ、大木

Ｃ、大木Ｄ、大木Ｅ、大木Ｆ、大木Ｇ、大郷Ａ、大郷Ｂ、大郷Ｃ、大郷Ｄ、大郷Ｅ、大郷Ｆ、大谷Ａ、大谷Ｂ、大谷

Ｃ、大谷Ｄ、大谷Ｅ、大峠谷、大平Ａ、大平Ｂ、大平Ｃ、大平Ｄ、大平Ｅ、奥の谷Ａ、奥の谷Ｂ、奥の谷Ｃ、奥の谷

Ｄ、奥の谷Ｅ、奥の谷Ｆ、奥の谷Ｇ、奥ノ谷川、奥山川、祖父谷Ａ、祖父谷Ｂ、小谷、小谷川Ａ、小谷川Ｂ、オボシ

谷川、粕原川Ａ、粕原川Ｂ、鍛冶屋谷、鍛冶屋谷Ａ、鍛冶屋谷Ｂ、鍛冶屋谷Ｃ、柏谷川、数谷Ａ、数谷Ｂ、金井谷

川、金ヶ�、蕪谷、窯ヶ谷Ａ、窯ヶ谷Ｂ、窯ヶ谷Ｃ、窯ヶ谷Ｄ、紙屋谷Ｃ、紙屋谷Ｄ、紙屋谷Ｅ、川奥谷、川向池ノ

谷Ａ、川向池ノ谷Ｂ、神田谷、鉄穴谷Ａ、鉄穴谷Ｂ、鉄穴谷川、鉄穴谷尻、北谷Ａ、北谷Ｂ、北谷Ｃ、北谷Ｄ、北谷

Ｅ、北谷Ｆ、北谷Ｇ、北谷Ｈ、北谷Ｉ、北谷Ｊ、北谷Ｋ、北谷Ｌ、北之前Ａ、北之前Ｂ、清瀬Ａ、清瀬Ｂ、清瀬Ｃ、

清瀬Ｄ、清瀬Ｅ、桐ノ木谷、木呂木谷、久才川、草野Ａ、草野Ｂ、草野Ｃ、草野Ｄ、草野谷Ａ、草野谷Ｂ、久根、久

の谷Ａ、久の谷Ｂ、久之谷川Ａ、久之谷川Ｂ、熊谷、熊谷川、倉ヶ谷川、清水掻Ａ、清水掻Ｂ、清水掻Ｃ、清水掻

川、権現谷、ゴンズイ、才ヶ峠Ａ、才ヶ峠Ｂ、才ヶ峠Ｃ、才ヶ原、坂原、坂原谷、先の谷、サコク谷、�田、�谷

川、左の谷川、三郎谷、三の谷川、下卯月川、下組Ａ、下組Ｂ、下組Ｃ、下�谷、下ノ谷、下の谷、下の谷川、下山

佐Ａ、下山佐Ｂ、下山佐Ｃ、下山佐Ｄ、下山佐Ｅ、下山佐Ｆ、下山佐Ｇ、下山佐Ｈ、下山佐Ｉ、下山佐Ｊ、下山佐

Ｋ、下山佐Ｌ、下山佐Ｍ、下山佐Ｎ、下山佐Ｏ、下山佐Ｐ、下山佐紙屋谷Ａ、下山佐紙屋谷Ｂ、下山佐本谷、城安寺

裏川、白ヶ谷川Ａ、白ヶ谷川Ｂ、新市川、神宮寺川、神社奥川、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原Ｅ、菅原

Ｆ、菅原Ｇ、菅原Ｈ、菅原Ｉ、菅原Ｊ、菅原Ｋ、菅原Ｌ、菅原Ｍ、菅原Ｎ、菅原Ｏ、菅原Ｐ、杉ヶ原谷、須山Ａ、須

山Ｂ、須山Ｃ、須山Ｄ、須山Ｅ、須山Ｆ、須山Ｇ、須山Ｈ、須山Ｉ、須山Ｊ、須山Ｋ、須山Ｌ、須山西谷、寸次Ａ、

寸次Ｂ、寸次Ｃ、寸次Ｄ、寸次Ｅ、寸次Ｆ、寸次Ｇ、寸次Ｈ、寸次Ｉ、寸次川、関Ａ、関Ｂ、関Ｃ、関Ｄ、関Ｅ、関

Ｆ、関Ｇ、関山、関山谷Ａ、関山谷Ｂ、関山谷Ｃ、背池川、千丸谷、早田谷川、杣平川、高江Ａ、高江Ｂ、高江Ｃ、

高江Ｄ、高江Ｅ、滝谷、田才谷、田尻谷川、多田荒堀Ａ、多田荒堀Ｂ、多田荒堀Ｃ、多田荒堀Ｄ、多田荒堀Ｅ、多田

荒堀Ｆ、鈩谷、玉山Ａ、玉山Ｂ、玉山Ｃ、峠下Ａ、峠下Ｂ、茶木谷、都弁志呂川、鶴見川、天神Ａ、天神Ｂ、唐人

川、堂谷川、富田Ａ、富田Ｂ、富田Ｃ、富田Ｄ、富田Ｅ、富田Ｆ、富田Ｇ、富田Ｈ、富田Ｉ、富田Ｊ、富田Ｋ、富田

Ｌ、富田Ｍ、富田Ｎ、富田Ｏ、富田Ｐ、富田Ｑ、富田Ｒ、富田Ｓ、富田Ｔ、富田Ｕ、富田久次谷、栃木谷、豊岡Ａ、

豊岡Ｂ、豊岡Ｃ、豊岡Ｄ、豊岡Ｅ、永江Ａ、永江Ｂ、永江奥谷、中ノ原谷川、仲村、中山谷、梨ノ木谷、七曲川、鍋

谷川Ａ、鍋谷川Ｂ、西市、根尾谷川、根尾谷下川、信谷、白馬谷、羽落谷、濱田屋敷谷、原田、原代、伴三川、日次

Ａ、日次Ｂ、日焼田奥谷、日山、平井奥川、広瀬Ａ、広瀬Ｂ、広瀬Ｃ、広瀬大谷川、広瀬紙屋谷Ａ、広瀬紙屋谷Ｂ、

広瀬菅原Ａ、広瀬菅原Ｂ、広瀬菅原Ｃ、広瀬本谷、福冨Ａ、福冨Ｂ、福冨Ｃ、福冨Ｄ、福冨谷、福冨東谷、福寄谷、

布部Ａ、布部Ｂ、布部Ｃ、布部Ｄ、布部Ｅ、布部Ｆ、布部Ｇ、布部Ｈ、布部Ｉ、布部Ｊ、布部Ｋ、布部Ｌ、布部Ｍ、

布部Ｎ、布部Ｏ、布部Ｐ、布部Ｑ、布部Ｒ、布部Ｓ、布部Ｔ、布部Ｕ、布部Ｖ、布部Ｗ、布部Ｘ、布部Ｙ、布部Ｚ、

布部ＡＡ、布部ＡＢ、布部ＡＣ、布部ＡＤ、布部ＡＥ、布部ＡＦ、布部ＡＧ、布部ＡＨ、布部ＡＩ、布部ＡＪ、布部

寺奥川、布部家の奥谷、紅ヶ峠谷、部張Ａ、部張Ｂ、部張Ｃ、部張Ｄ、未明、ホリタ谷川、本郷Ａ、本郷Ｂ、本郷

Ｃ、本郷Ｄ、本郷Ｅ、本郷Ｆ、本郷Ｇ、本郷Ｈ、本郷Ｉ、本郷Ｊ、本谷Ａ、本谷Ｂ、本谷Ｃ、本谷川、槙ヶ峠、牧

谷、孫六谷、政Ａ、政Ｂ、政Ｃ、政Ｄ、政Ｅ、政Ｆ、政大谷、御笠、三坂Ａ、三坂Ｂ、三坂Ｃ、三坂Ｄ、三坂Ｅ、三
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坂Ｆ、水木原、水木原川、水谷、見土路Ａ、見土路Ｂ、見土路Ｃ、見土路Ｄ、宮内Ａ、宮内Ｂ、宮内Ｃ、宮ノ谷川、

宮の原川、向谷、明泰寺谷、面ノ子川Ａ、面ノ子川Ｂ、目谷川Ａ、目谷川Ｂ、母里Ａ、母里Ｂ、守合Ａ、守合Ｂ、守

合Ｃ、守合Ｄ、守合Ｅ、守合Ｆ、守合Ｇ、守合Ｈ、守合Ｉ、守合Ｊ、守合Ｋ、矢白ヶ市西、矢白ヶ市西谷、矢白ヶ市

東、安田防床谷Ａ、安田防床谷Ｂ、安平川、矢内谷川、家の子�、矢原、矢原奥川、薮津奥谷、山形、やりみぞ川、

夕梅谷、与一畑川、与市Ａ、与市Ｂ、与市Ｃ、与市Ｄ、与一畑Ａ、与一畑Ｂ、用土Ａ、用土Ｂ、横手、横屋川Ａ、横

屋川Ｂ、六呂坂Ａ、六呂坂Ｂ、六呂坂Ｃ、六呂坂Ｄ、六呂坂Ｅ、六呂坂Ｆ、鷲頭山川

� 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県松江県土整備事務所広瀬土木事業所及び安来市役所において一般の縦覧

に供する。）

� �

��������

本 庁

地方機関

島根県農林水産関係補助事業等検査規程（昭和��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第��条を次のように改める。

（準用）

�		
 農林水産部の所管に係る事業の島根県市町村公共土木施設災害復旧事業事務取扱規則（昭和��年島根県規則第		

号）第
条に規定する検査については、この訓令の規定を準用する。

様式第�号中「島根県 吏員」を「島根県職員」に改める。

様式第�号中「島根県技術吏員」を「島根県職員」に改め、「島根県事務吏員 氏名」を削る。

� �

この訓令は、平成��年月�日から施行する。

 �

労働関係調整法（昭和	�年法律第	�号）第��条第�項の規定に基づき、島根県医療労働組合連合会から、賃金等に関し

て次のとおり争議行為を行う旨の通知があったので、労働関係調整法施行令（昭和	�年勅令第���号）第��条の第項

の規定により公表する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 争議行為をなす日時及び場所

日時 平成��年�月��日から問題解決までの間

場所 次の各病院において、組合員が従事する全職場

安来第一病院、松江赤十字病院、松江生協病院、松江生協リハビリ病院、松江生協東出雲診療所、斐川生協病

院、出雲市民病院、第二出雲市民リハビリ病院、大曲診療所、塩冶歯科診療所、石東病院、西川病院、益田日

赤病院

� 争議行為の概要

あらゆる形態の争議行為、並びにこれに対する妨害排除のための争議行為を単独又は並行して行う。

第�����号 平成��年�月�日 (�)
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都市計画法（昭和�
年法律第�		号）第��条第�項において準用する同法第�	条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第�	条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

江津都市計画臨港地区

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

� � � � � � � � 	

島根県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成��年�月�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美


����������	��

島根県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

島根県選挙管理委員会規程（昭和��年島根県選挙管理委員会規程第�号）の一部を次のように改正する。

第��条中「吏員」を「職員」に改める。

� �

この規程は、平成��年月�日から施行する。

選挙運動等実施規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成��年�月�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美


����������	��

選挙運動等実施規程の一部を改正する規程

選挙運動等実施規程（昭和
	年島根県選挙管理委員会規程第�号）の一部を次のように改正する。

第�条中「第�号及び第�号」を「第�号から第�号まで」に改める。

別記第�号様式の�中「第�号」の次に「、第�号」を加える。

別記第�号様式の�備考中「「衆議院候補者ビラ」」の次に「、島根県知事選挙にあっては「島根県知事候補者ビ

ラ」」を加える。

� �

この規程は、平成��年�月��日から施行する。
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